
当社は、完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進するため、メン

タルヘルス不調の従業員を支援するプログラム（「従業員支援プログラム（EAP）」）

を取り入れ、その一翼として、従業員が個人生活において悩んでいる法的問題（債務整

理、交通事故、離婚、相続、不動産取引など）を無料で弁護士に法律相談できる体制を

整えています（「弁護士による従業員支援プログラム」）。 

 


